
１．はじめに

デジタル技術の進展が、お金や決済の世界にも新た
な動きをもたらしている。その動きの一つが、中央銀
行 が 発 行 す るCBDC（ 中 央 銀 行 デ ジ タ ル 通 貨：
Central Bank Digital Currency）＊1をめぐる各国の検
討である。2019年にフェイスブック（現メタ）がリ
ブラ（Libra）構想を公表したこと等を一つの契機と
して、主要国・地域でCBDCへの関心が高まり、制
度設計や技術的な実験が進められてきた。

その後の各国の検討状況は一様ではない。発行の方
針を固めて具体的な準備を進める国・地域がある一
方、発行を禁止する方針としている国もある。本稿で
は、こうした状況を踏まえ、欧州、米国、英国、中国
の4つの主要国・地域を取り上げ、それぞれの検討の
背景と現状を説明する。なお、日本におけるCBDC
の検討については別号にて取り扱う予定である。
図表1　諸外国のCBDCの検討状況
国・地域 CBDCの検討状況

欧州
・�欧州議会とEU理事会において、デジタルユーロ規則案を審
議中。

・�（2026年中の規則成立を前提に）ECBは、2027年後半に
パイロット実験、2029年中の発行を目指す。

米国 ・大統領令により、CBDCの発行等に関する取組を禁止。

英国 ・�BOEは、2026年中に設計フェーズを終了し、財務省ととも
に次の段階に進めるかどうかを決定する予定。

中国
・PBOCがパイロット実験を実施中。
・�2026年1月以降、デジタル人民元は中銀負債から商業銀行
負債に移行。

（公表資料等をもとに作成）

２．欧州

欧州においては、欧州中央銀行（ECB）を中心に
CBDC（デジタルユーロ）の導入に向けた検討が進め
られている。ECBは、2021年10月に調査フェーズ

注） 本稿の意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、所属する組織の見解を示すものではない。また、執筆にあたり関係者から助言をいただいたが、内
容に誤り等がある場合の責任は、すべて筆者に帰する。

＊1） CBDCの分類として、個人や一般企業を含む幅広い主体の利用を想定した「一般利用型」と、金融機関をはじめとする限られたユーザーが主として大口取引
のために利用することを想定した「ホールセール型」に大きく分けられるが、本稿におけるCBDCは一般利用型を指す。

を開始し、2023年11月に準備フェーズへ移行、
2025年10月に準備フェーズを完了し、次のフェーズ
への移行を宣言した。また、デジタルユーロの発行に
向けては立法面の作業も並行して進められており、
2023年6月に欧州委員会が「デジタルユーロの創設
に関する規則案（以下、デジタルユーロ規則案）」を
提案し、欧州議会とEU理事会での審議が続いている。

２ .１　検討の目的
2025年10月にECBが公表した準備フェーズ報告

書では、現金の利用が減少しデジタル取引が主流と
なっていく中で、現金を補完する公的なデジタル決済
手段としてデジタルユーロを位置づけている。2024
年時点で、ユーロ圏では日常決済に占める現金の割合
は24%に低下し、現金を受け入れない企業の割合は
12%に達したとされる。こうした中で、ユーロ圏全
体で受け入れられる公的な決済手段へのアクセスを将
来にわたり確保し、支払手段の選択の自由と金融包摂
を確保することが主要な目的とされている。

また、デジタルユーロには欧州の戦略的自律性を強
化する狙いもある。報告書によると、ユーロ圏のカー
ド取引の3分の2程度は非欧州企業により処理され、
13のユーロ圏諸国は店舗決済において国際カードス
キーム又はモバイル決済ソリューションに全面的に依
存しているとされる。ECBは、ユーロ圏全体をカバー
する欧州発のデジタル決済手段が存在しないことを課
題と捉え、こうした依存が欧州の決済インフラを対外
的リスクにさらしているとみている。

デジタルユーロはこれらの課題に対処し、欧州全域
で利用できる公的な決済手段としてレジリエンスの向
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上に資することが期待されている。また、ECBは、デ
ジタルユーロを競争とイノベーションを促進し、加盟店
の交渉力の強化やコスト低減、民間事業者による新た
なサービス開発を後押しする基盤とも位置づけている。

以上の考え方は立法面にも反映されており、欧州委
員会が提出したデジタルユーロ規則案では、中央銀行
マネーへのアクセスの確保と公的なデジタル決済手段
の提供によって、高いプライバシー水準の確保、金融
安定の維持、金融包摂の促進を図るとともに、競争、
効率性、イノベーション、レジリエンスを高め、相互
運用可能な決済ソリューションの発展を後押しするこ
とを目指している。

２ .２　 EUの立法手続き：デジタルユーロ規
則案の争点

まず、EUの諸機構と通常立法手続きについて概説す
る。欧州の通常立法手続きにおいては、欧州委員会、
欧州議会、EU理事会の三つの機関が登場する。欧州
委員会が法案を提出し、直接選挙で選ばれた議員から
なる欧州議会と、加盟国の閣僚級代表で構成されるEU
理事会で審議が行われる。法案の成立には、欧州議会
とEU理事会の双方の合意が必要であり、両機関がそ
れぞれの立場を示しつつ合意形成が図られる。近年は、
欧州委員会、欧州議会、EU理事会が非公式に協議す
る三者対話（Trilogue）と呼ばれる調整の場を早期に
設けるケースが多く、最終的な合意形成の多くがこの
場で行われる。

デジタルユーロ規則案については、2023年6月に
欧州委員会が規則案を提出し、欧州議会とEU理事会
に送付された。EU理事会においては、作業部会等の
準備組織において法案の検証や加盟国間での調整が進
められ、経済財務相理事会（ECOFIN）やユーロ圏加
盟国の財務相会合（ユーログループ）で議論されてき
た。EU理事会は、デジタルユーロの導入を検討するこ
とには当初から前向きな姿勢を示し、具体的な制度設
計（ECBがデジタルユーロの発行を決定するプロセス、
保有額制限の上限額の設定方法、公平な手数料・報酬
モデルの設計等）について各国間の調整が進められた。
2025年12月には、デジタルユーロ規則案に関するEU
理事会としての交渉の立場が正式に合意された。

一方、欧州議会の審議は難航している。2024年6月

の議会改選を経て、審議が本格化したのは2025年から
であり、経済金融委員会（ECON）に付託されたものの
政党間のスタンスの違いから議論は膠着状態であった。
左派政党は公的な決済手段を広く提供すべきという観点
からデジタルユーロを支持する一方、一部右派政党は中
央機関による個人情報の管理につながりかねないという
プライバシーへの懸念から反対している傾向にある。

また、争点の一つとなっているのが、デジタルユーロ
のオンライン機能とオフライン機能をめぐる問題である。
法案の報告者（Rapporteur）を務めるナバレテ議員（ス
ペイン選出）は、デジタルユーロが民間ビジネスを阻害
してはならないとの立場から、デジタルユーロのオンラ
イン機能については民間事業者がユーロ圏全体をカ
バーできない場合に限って提供すべきであり、まずはオ
フライン機能のみを優先すべきとする修正案を提出した。
しかし、この案は左派政党の支持を得られておらず、さ
らにオンライン・オフライン両機能の提供を支持する
EU理事会とも隔たりがあるため、今後の三者対話での
調整も難航することが見込まれている。この他、2025
年12月に公表された、規則案に対する各政党の修正案
は合計1,525件にのぼり、審議の難しさを物語っている。

こうした状況に対し、政治的な圧力も高まっている。
2026年3月、加盟国首脳によるEUサミットでは、
2026年末までの規則成立が目標として示されており、
最近の報道では、ナバレテ議員がオフライン機能に限
定するという立場を撤回したとも伝えられている。

図表2　デジタルユーロ規則案の立法手続き

（公表資料等をもとに作成）
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今後は2026年夏までに経済金融委員会で修正案の
採決が行われ、欧州議会としての交渉の立場が固まれ
ば三者対話へと移行する見通しである。ECBは、
2026年中の規則成立を前提に、2027年後半にパイ
ロット実験を開始し、その後、ECBによる発行の最
終判断を経て、2029年中の発行を目指すロードマッ
プを示している。

３．米国

米国では、バイデン政権下の2022年に連邦準備制
度理事会（FRB）を中心にCBDCの検討が行われて
いたが、2025年のトランプ政権への交代によって、
デジタル通貨政策が転換した。トランプ政権は2025
年1月にCBDCを禁止する大統領令を発出し、議会に
おいても同年7月に「反CBDC監視国家法案」が下院
で可決され、上院に送付されている。

３ .１　 CBDCに関する動向：「検討」から
「禁止」へ

2022年3月、バイデン大統領はデジタル資産に関
する大統領令を発出し、財務省やFRBを含む連邦政
府機関にCBDCを含むデジタル資産の包括的な検討
を指示した。これに先立ち、FRBは同年1月に報告書

「通貨と決済：デジタル変革時代の米ドル」を公表し
て、CBDCの利点と課題を整理していた。財務省も同
年9月に大統領令に基づく報告書「通貨と決済の将来」
を公表し、FRBによるCBDCの調査、研究の継続と、
財務省が主導する関係省庁ワーキンググループの設置
を提案した。

しかし、2025年1月、トランプ大統領は「デジタ
ル金融技術における米国のリーダーシップ強化」と題
する大統領令を発出し、前政権のCBDCに関する検
討を含む方針を全面的に撤回した。CBDCは「米国の
主権、金融システムの安定性、個人のプライバシーを
脅かす恐れがある」として、連邦政府機関による
CBDCの発行、推進を明確に禁止した。こうした
CBDC反対論は共和党内では以前から根強く存在し、
中央機関によるプライバシー侵害への懸念を根拠に、
FRBが議会の事前承認なくCBDCを発行・実験するこ
とを禁じる法案が繰り返し提出されてきた経緯がある。

2025年にも「反CBDC監視国家法案」として提出さ
れ、同年7月に下院を通過し上院に送付されている。

３ .２　民間発行のデジタルマネーに関する動向
トランプ政権がCBDCに代わって推進しているの

が、民間が発行するドル建てステーブルコインであ
る。大統領令では、合法的かつ正当な米ドル資産に
よって担保されたステーブルコインを世界的に普及さ
せることで、米ドルの国際的な地位を維持、強化する
とされている。

こうした政策方針を背景に、規制整備と市場拡大が
同時に進んでいる。2025年7月には連邦レベルで初
めてステーブルコインに関する包括的な規制を定めた
GENIUS法が成立し、発行体のライセンス制度、1対
1の準備資産裏付け義務、情報開示・分別管理といっ
たルールが明文化された。政権によるドル建てステー
ブルコイン推進の姿勢が示されたことで信頼感が高ま
り、主要ステーブルコインであるUSDTとUSDCの
流通残高は2025年に約1,795億ドルから2,620億ド
ル超へと拡大している。

このように米国は、CBDCについては発行しないとい
う方針を示し、民間のイノベーションを軸とした路線を
歩んでいる。この選択が米国や世界のデジタルマネー
にどのような影響を与えるかは、今後の注目点となる。

４．英国

英国では、イングランド銀行（BOE）を中心に、
CBDC（デジタルポンド）に関する検討が進められてい
る。2023年2月に、BOEと英財務省がデジタルポンド
に関する市中協議を実施し、2024年1月に市中協議の
結果として、設計方針や今後の進め方に関する報告書
を公表した。BOEと財務省は、2026年中にデジタルポ
ンドを次の段階へ進めるかどうか判断する予定である。

４ .１　検討の目的
BOEと財務省が2023年2月に公表した市中協議文

書では、デジタルポンドを検討する目的として主に二
点が整理されている。

第一に、マネーの信頼性を将来にわたって維持する
ことが挙げられている。BOEと財務省は、日常的に
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使用されるマネーの価値が安定しているのは、現金、
銀行預金、電子マネーといったあらゆる形態のマネー
が 等 価 で 交 換 で き る と い う「 マ ネ ー の 単 一 性

（singleness）」が成り立っているからだと説明してい
る。そして、この前提を支えてきたのが、中央銀行の
発行する現金という公的なマネーの存在だとしてい
る。一方、現金の利用は減少傾向にあり、加えて民間
事業者が発行するステーブルコイン等、新しい形態の
マネーが登場してきている。BOEと財務省は、こう
した新しい形態の民間デジタルマネーが既存のマネー
と等価で交換できる保証はなく、通貨システム全体の
信頼性が揺らぐリスクがあると指摘している。デジタ
ルポンドは、現金のデジタル版として公的なマネーの
役割を維持し、通貨システムの安全性を長期的に担保
するものと位置づけられている。

第二に、決済市場における競争環境の維持が挙げら
れている。BOEと財務省は、デジタル決済の世界で
は、利用者が多いほどサービスの価値が高まるネット
ワーク効果と、取引データの蓄積による優位性によ
り、一部の大企業が市場を独占しやすい構造があると
指摘している。市場の集中が進めば、新規参入が困難
となり、手数料の硬直化やイノベーションの停滞を通
じて消費者の利便性が損なわれるリスクがあるとして
いる。デジタルポンドは、BOEが中核インフラを提
供し、その上で民間事業者が自由にサービスを構築で
きる官民共同プラットフォームとして構想されてお
り、決済市場全体の競争と効率性を高める役割が期待
されている。

この二点のほかにも、BOEと財務省は、金融包摂
の促進、国内決済システムのレジリエンスの強化、ク
ロスボーダー決済の改善等を挙げている。

４ .２　BOEの検討状況
BOEは2023年に調査・検討フェーズから設計

フェーズへ移行し、技術的な実験、ブループリントの
作成、ステークホルダーとの対話、コストとベネ
フィットの評価という四つの軸で検討を進めている。
その中で注目されるのが、2025年7月に公表された

「プロダクト戦略」に関する設計文書である。
この文書では、デジタルポンドが実際にどのような

場面で使われ得るかが具体的に示されている。例え

ば、友人への送金であれば、電話番号等を使って、相
手がどの銀行やアプリを利用していても送金できると
している。また、受取側がデジタルポンドの専用口座
を持っていない場合でも、他の形態のマネーとの相互
運用性を確保することで自動的に他のマネーで受け取
れる仕組みが想定されている。このほか、あらかじめ
設定した条件が満たされた際に自動的に支払いが実行
される条件付き支払いや、決済・返金がリアルタイム
で反映される即時決済といった、複雑な機能も視野に
入れられている。

こうした多様な機能をどのタイミングで提供するか
については、初期（Initial）、中期（Near）、将来

（Later）という三段階のロードマップが示されてい
る。初期段階では機能の数や複雑性をあえて絞り込
み、技術的リスクや開発コストを抑えながら安定した
ローンチが優先される。一方で機能を絞りすぎれば、
仲介機関によるサービスの差別化が難しくなり、利用
者や市場からの評価が得にくくなるというトレードオ
フもある。BOEはこのバランスを慎重に見極めなが
ら、信頼性と安全性を確保しつつ将来の拡張にも耐え
うる基盤を構築することを、まず優先する方針として
示している。

BOEは、現在の設計フェーズを2026年中に終了し、
財務省とともにデジタルポンドを進めるかどうかの判
断を行うとしている。英国では民間の決済インフラが
十分に機能しており、CBDCの導入が差し迫った課題
とは位置づけられていない。BOEのベイリー総裁も、
イノベーションの主な舞台は商業銀行マネーであり、
CBDCの提供は必要に応じて取り組むべきとの考えを
示している。英国については、デジタルポンドを発行
するかどうかを予断することなく、必要となった時に備
えて着実に準備を進めていくという姿勢がうかがえる。

５．中国

中国では、中国人民銀行（PBOC）が2014年にデ
ジタル通貨研究チームを設立し、主要経済圏の中でも
早期にCBDC（デジタル人民元）の検討に着手してき
た。2020年以降は、複数都市において段階的にパイ
ロット実験を拡大し、利用シーンや技術仕様の検証を
進めてきた。
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５ .１　検討の目的
PBOCは2021年7月に公表した白書において、デ

ジタル人民元の基本的な位置づけを、「デジタル経済
の発展に対応し、リテール決済システムを高度化する
ことで、デジタル時代における法定通貨としての人民
元の地位を維持すること」としている。この位置づけ
のもとで、複数の政策的な狙いが重なり合っている。

第一に、現金のデジタル化を通じて、法定通貨とし
ての人民元の地位を維持しつつ、金融包摂を促進する
ことである。デジタル人民元は、銀行口座を持たない
人々も含め、幅広い利用者に直接的なアクセスを提供
し、公共性の高い決済インフラとして機能することが
期待されている。

第二に、リテール決済システムの競争、効率性、安
全性を高めることである。デジタル人民元は、既存の
決済手段を補完しつつ、相互運用性、オフライン決
済、段階的な匿名性等の特徴により、利用者の多様な
ニーズに対応し、決済システム全体の効率化と安全性
向上を図るとされている。

第三に、クロスボーダー決済の改善と人民元の国際
化への対応である。PBOC副総裁の陸磊氏は2025年
12月の寄稿において、デジタル人民元がクロスボー
ダー決済の効率化を通じて人民元の国際的利用を後押
しすると述べている。

５ .２　 パイロット実験の動向：商業銀行負債
への移行

デジタル人民元のパイロット実験は、2020年4月
に4都市で開始され、その後、段階的に対象地域を拡
大してきた。2024年5月時点では17省・26地域に
加え本土外の香港も参加しており、PBOCによれば、
2025年12月末時点で、累計取引件数は約35.7億件、
累計取引額は約19.5兆元に達している。しかし、同
年のノンバンクによるオンライン決済が、年間で取引
件数1兆件超、取引金額300兆元を上回っていること
と比べると、デジタル人民元が決済全体に占める比率
は、依然として限定的である。中国ではWeChat Pay

＊2） デジタル人民元のウォレットは、本人確認（KYC）のレベルに応じて一類から四類に区分され、異なる保有上限額や取引上限額が設定されている。付
利されるのは、本人確認書類と電話番号による認証を伴う三類以上の実名ウォレットであり、電話番号のみで開設できる四類ウォレットは対象外とさ
れている。

＊3） 準備金制度への組み入れにより、商業銀行のデジタル人民元は預金準備金の算定基礎に含まれる。このため、商業銀行は所要準備を確保した上で、残
りのデジタル人民元を通常の預金と同様にALM（Asset Liability Management）の対象として貸出等に活用し得ると考えられ、デジタル人民元業務
が収益機会につながり得ると指摘されている。

やAlipayといった民間の決済サービスの利便性が高
く、デジタル人民元が日常的な決済手段として定着す
ることは難しい状況が続いてきた。

こうした状況の中、PBOCは2026年1月、デジタ
ル人民元を、これまでの中央銀行負債から商業銀行負
債へ移行すること等を規定した「デジタル人民元の管
理サービス体系および関連金融インフラ構築を一層強
化するための行動計画（以下、行動計画）」を施行し
た。これに伴い、実名ウォレットへの利息付与＊2や預
金保険の適用、中央銀行の準備金制度への組み入れと
いった措置が導入された。

利息付与は、利用者がデジタル人民元を保有するイ
ンセンティブを高め、利用促進を図るものと受け止め
られている。また、準備金制度への組み入れについて
は、商業銀行に一定の収益機会をもたらすとの見方も
あり、銀行がデジタル人民元の普及の担い手となるこ
とを期待するものと指摘されている＊3。

こうした対応が、デジタル人民元の役割や利用動向
にどのような影響を及ぼしていくのかについては、引
き続き注視していく必要がある。

６．おわりに

こうした諸外国のCBDCをめぐる動きは、我が国
が検討を進めるにあたって参考となる要素の一つであ
り、その動向は常に的確に把握しておく必要がある。
一方、国民生活・経済取引のあり方や決済を取り巻く
環境・課題は国・地域ごとに多種多様であり、CBDC
の目的・意義や検討動機も異なる。そのため、こうし
た動向を注視しつつも、我が国が置かれている経済・
社会情勢等を踏まえ、我が国の実情や利用者のニーズ
に合ったものとなるよう、多角的に検討を行っていく
ことが引き続き重要である。

 ファイナンス　2026 May.	 45

中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する諸外国の動向中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する諸外国の動向

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

14_P41-47_SPOT_06.indd   4514_P41-47_SPOT_06.indd   45 2026/05/13   9:24:592026/05/13   9:24:59



「UPIがあるからといって、なぜCBDCが不要だ
と思うのか、むしろ問いたい。」̶̶インド準備銀行
（RBI）の担当者は、そう切り返した。RBI主導で導
入されたUPIによってキャッシュレス決済が浸透する
インドにおいて、さらにCBDCを追い求める理由は
何か。2025年6月、国庫課職員はインドを訪れ、そ
の答えを探った。

UPI（Uni�ed Payments Interface）は、異なる
銀行口座間で即時に資金を移動させる送金システム
（FPS）であり、公的セクターの銀行が過半を出資す
るインド決済公社（NPCI）が開発・運営している。
2025年の年間取引件数は約2,300億件、取引金額は
約300兆ルピーに達し、キャッシュレス決済全体の
件数ベースで8割を占める。現地ではローカルマー
ケットや露天商においてもQRコード決済が当たり前
の光景となっており、その普及ぶりは目を見張るもの
があった。

UPIの大きな特徴の一つは、事業者間の相互運用性
にある。UPIには、国内の銀行や決済事業者のほぼす
べてが接続している。これにより、例えば、利用者は
A社のモバイルアプリを通じて、B銀行の口座からC
銀行へ送金し、受取側はD社のアプリで着金を確認す
る、といった事業者をまたいだ利用ができる仕組みと
なっている。利用者は相手がどのサービスや銀行口座
を使っているかを意識する必要がなく、自分の使いた
いアプリや口座を選ぶことができる点が、広く普及し
た要因とされている。
また、UPIにおいては、利用者手数料及び加盟店手

数料が、政府の政策により原則ゼロとされている。こ
れにより、決済事業者は手数料収入を得ることができ
ず、政府は補助金の支給によりこれを補填しているが、
その水準は十分ではないとの指摘がある。決済事業者
は、こうした決済サービス自体からの収益確保が難し
い構造を前提に、決済を起点として、与信、データ活
用、周辺サービス等の提供といった付加価値の高いビ
ジネスモデルの構築に注力している。こうした構造の
背景には、決済を競争領域ではなく協調領域と捉え、
UPIを「デジタル公共インフラ」という共通基盤とし
て位置づけるという発想がある。この点は、決済のあ
り方を考える上で重要な示唆を提供するものである。
こうした強力な決済インフラがある中で、RBIは

CBDC（デジタルルピー）の検討を進めている。

2022年12月にパイロット実験を開始し、2025年3
月時点でユーザー数は約600万人、流通残高は101
億ルピーに達している。

RBIは、導入の目的として現金管理コストの削減や
金融包摂の促進に加え、プログラマビリティの活用を
挙げている。プログラマビリティとは、通貨自体や決
済システムを通じて使途や条件をあらかじめ設定する
仕組みであり、RBIは、これをデジタルルピーとUPI
の違いとして位置づけている。
インドでは、農業補助金等の公的支援をめぐり、資

金の漏洩や目的外使用、給付の遅延等が指摘されてき
た。デジタルルピーは、補助金を特定の用途や事業者
に限定して直接支給することで、こうした給付構造を
改善する手段として期待されている。実際に、農業資
材の購入にのみ使用できるデジタルルピーを給付する
実験等も進められている。
加えて、迅速性や低コスト性を重視して構築されて

きたUPIにプログラマビリティを付加すると、システ
ムの効率性に影響が及び得るとの見方も一部にはあ
る。そのため、こうした諸機能については、決済イン
フラ側ではなく、通貨そのものであるデジタルルピー
側に担わせることが適当であるとする考えも示されて
いる。インドは、プログラマブルなCBDCの実装に
積極的な国の一つとされ、デジタルルピーに明確な政
策目的を与えることで利用拡大の糸口を探っている。
他方で、RBIはデジタルルピーを既存の決済インフ

ラと切り離して導入しようとしているわけではない。
デジタルルピーはUPIのQRコードに対応しており、
利用者はデジタルルピーのアプリでUPIのQRを読み
取ることで支払いが可能である。この場合、取引は
UPIの枠組みの中で処理・決済されるため、店舗側は
新たなQRコードを掲示する等の追加対応を行う必要
がない。既存のUPIの受入環境をそのまま活用する点
は、広大な加盟店網を背景に、デジタルルピーの普及
基盤を大きく広げる効果をもつといえる。
冒頭に紹介したRBI担当者の「なぜ不要だと思う

のか」という問いには、新たな技術や試みへの挑戦を
自明のこととして捉える姿勢が表れていた。UPIとい
う成功に安住することなく、次の可能性を追い続ける
インドの歩みは、デジタル通貨の意義や必要性を考え
る上で、参考となる事例であり続けるだろう。

（コラム）インドにおける決済・CBDCの動向
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【写真1】ローカルマーケットの各店頭に設置されているQR
コード

【写真2】インド財務省との面会。写真中央右から、津田夏樹国
庫課長（現国際局地域協力課長）、見浦充係長、筆者、長谷川
典史書記官（在インド日本大使館）

 ファイナンス　2026 May.	 47

中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する諸外国の動向中央銀行デジタル通貨（CBDC）に関する諸外国の動向

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

14_P41-47_SPOT_06.indd   4714_P41-47_SPOT_06.indd   47 2026/05/13   9:25:002026/05/13   9:25:00


